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  本日ここに１２月定例県議会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては御参会を賜り、議案をはじめ、当面する県政

の諸課題について御審議をいただきますことに、心から感謝を申し上げます。 

 

 さて、この冬は季節性インフルエンザと新型コロナウイルスが同時流行する「ツインデミック」が危惧される中、現在、新型コロナ

ウイルス感染症の新規陽性者数、確保病床使用率等は上昇傾向にあります。こうした状況を踏まえ、今後の感染拡大による医療負荷の

状況に応じ都道府県において「医療ひっ迫防止対策強化宣言」や「医療非常事態宣言」を発出する方針が国から示されました。 

 県では、県民・事業者の皆様に引き続きの基本的な感染防止対策の徹底をお願いするとともに、ワクチン接種や抗原定性検査キット

の事前購入の推進はもとより、感染急増時でも受診者への対応を可能とするため、診療・検査医療機関数の増加に加え、年末年始の診

療・検査体制の強化など医療ひっ迫の回避に向けた対策を講じております。 

 今後、医療負荷や社会経済活動の状況等を総合的に勘案し、更なる対策を検討してまいります。 

 一方、ロシアによるウクライナ侵略や円安の影響などから、県民生活や事業活動に密接なエネルギー、食料品等の価格が上昇するな

ど、県民や県内事業者の負担は増すばかりとなっております。国が１１月に発表した毎月勤労統計調査では、足元の名目賃金こそ緩や

かに増えているものの、実質賃金では６か月連続のマイナスとなるなど、物価高騰のスピードに追い付いていません。こうした状況は

消費意欲の低下はもとより、企業収益の減少による企業活動の停滞にもつながりかねず、コロナ禍で進みつつある社会経済活動の正常

化に伴う景気回復の妨げとなる可能性があります。 

 また、欧米ではインフレ抑制のための更なる利上げによる金融の引締めが行われるとともに、中国ではゼロコロナ政策の継続に伴う

ロックダウン等による景気の冷え込みが長期化するなど、世界的な景気後退への懸念が高まっております。国際通貨基金が１０月に発

表した世界の経済成長率の見通しでは、２０２１年の６．０％から２０２２年には３．２％、２０２３年には２．７％へと鈍化するも

のとされています。 

 このように我が国の経済を取り巻く環境が厳しさを増すとの見通しの中、国においては「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上
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げ」、「成長のための投資と改革」の３つを重点分野とした「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を１０月２８日に閣

議決定し、足元の物価高騰などへの切れ目ない対応と、先々を見据えた対策を実施することとしました。 

 さらに国はこの総合経済対策を実行するため、２８．９兆円規模の補正予算を１１月８日に閣議決定し、１１月２１日には第２１０

回臨時国会に補正予算案を提出したところです。 

 本県においても、１１月１０日に「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」を開催し、経済団体等から県内経済の実状を伺ったと

ころです。これらを踏まえ国の総合経済対策と足並みをそろえながら、エネルギー価格や物価の高騰、円安などの影響を受けている県

民や県内事業者の動向を注視し、その影響を緩和しつつコロナ禍における社会経済活動の正常化に向けてしっかりと取り組んでまいり

ます。 

 

 それでは、今定例会に御提案申し上げました諸議案のうち、主なものにつきまして、順次、御説明いたします。 

 はじめに、第１３８号議案「令和４年度埼玉県一般会計補正予算（第５号）」でございます。 

 今回の補正予算案は、長期化するエネルギー価格や物価の高騰等の影響により厳しい状況に置かれている事業者、県民への更なる支

援や、脱炭素社会に向けた設備導入の追加支援のための経費等を計上したものです。 

  

 以下、補正予算の主なものにつきまして、御説明いたします。 

 まず、エネルギー価格・物価高騰等の影響を受ける事業者・県民への緊急支援についてです。 

 地域住民の足となる県内の乗合バス及びタクシー事業者に対して、運行の継続を支援するための燃料費高騰の影響分を更に補助する

とともに、病院や診療所、調剤薬局などの医療機関等が負担する光熱費等の激変を緩和するため、緊急的措置として補助します。 

 また、令和２年度に県が創設した当初３年間無利子・保証料ゼロの制度融資、いわゆる「ゼロゼロ融資」の無利子期間が終了するこ

となどにより資金繰りが厳しくなる中小企業等の借換えなどを支援するため、金融機関による伴走支援を受け経営改善を図る伴走支援
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型経営改善資金の融資枠を２００億円から４００億円に拡大します。 

 さらに、原材料費等の高騰に応じ適切な価格転嫁を促進するため、県内企業にパートナーシップ構築宣言への登録を働き掛けるとと

もに、価格転嫁の円滑化に資する情報提供のため、研修会や広報等を実施してまいります。 

 加えて、県産農産物の消費喚起と家計負担の軽減を図るため、量販店などが実施する県産農産物の販売促進キャンペーンに対して補

助します。 

 

 次に、脱炭素社会に向けた省エネ・再エネ設備導入の促進についてです。 

 県内中小企業等に対して、高騰する光熱費等の影響の緩和を図るとともに、エネルギー使用量やＣＯ２排出量の削減を加速させるた

め、高効率の空調設備等への更新経費や、蓄電池との組合せを基本とした太陽光発電設備の導入経費などを補助します。 

 

 次に、県議会における情報ネットワークの整備についてです。 

 議員個人が所有する端末の利用を前提としつつ、更なるペーパーレス化やオンライン会議、リモートワーク環境の充実等を図るため、

仮想デスクトップシステムの導入やクラウドサービスの利用などにより、利便性の向上とセキュリティの確保を実現する「第６次議会

情報ネットワーク」の構築に向けて債務負担行為を設定するものでございます。 

 

 次に、森林管理道の冬期における通行確保についてです。 

 ９月１３日に発生した大規模な土砂崩落により通行止めとなった県道中津川三
なかつがわみつ
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の除雪対策等を実施し、緊急時の車両等の通行を確保します。 

 

 このほか、県庁舎などの県有施設や道路照明灯などの県有設備に係る光熱費等の増額をはじめ、本県建設業者の経営健全化や雇用の
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安定化、公共工事の品質確保の観点から、公共事業等の施工時期の平準化や適正工期を確保するための債務負担行為及び繰越明許費の

設定などがございます。 

 

 この結果、一般会計の補正予算額は１１５億２，６９５万４千円となり、既定予算との累計額は、２兆４，２０１億２，２４０万２

千円となります。 

 

 次に、その他の議案のうち主なものにつきまして、御説明いたします。 

 第１４６号議案「埼玉県証紙条例を廃止する等の条例」は、手数料等の納付におけるキャッシュレス決済を推進するため、埼玉県証

紙条例等を廃止するとともに、関係条例について所要の改正をするものでございます。 

 

 第１４９号議案「個人情報の保護に関する法律施行条例」は、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、同法に地方公共団体

等における個人情報の取扱い等に関する規定が定められたことに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定める条例を新たに制定するも

のでございます。 

 

 第１５１号議案から第１６４号議案までの１４議案はいずれも県の「公の施設」について指定管理者の指定を行うものでございます。 

 

 その他の議案につきましては、提案理由等により御了承をいただきたいと存じます。 

 

 以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 


